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福島県消防学校教育訓練指針(第２期)の策定にあたって 

 

 現行の福島県消防学校教育訓練指針(第１期)については、令和３年度から令和７年度までの５年

間、本校が目指すべき道筋を単年度ごとに計画を策定し進めてきたところであるが、御承知のとお

り、令和２年から令和５年までの４年間は、新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染拡大等が発

生し、感染防止対策を最優先とした宿泊棟の個室化対応等により、教育訓練の中止や単位時間数を

凝縮するなど様々な制約の中で進めざるを得ない状況であった。結果的に、本来の到達目標水準に

達していないのではないかとのアンケートによる回答もあり、多くの課題が浮き彫りとなった。 

 このことを踏まえて、令和８年度からの新たな福島県消防学校教育訓練指針（第２期）の策定に

あたり、全国で頻発化・激甚化する多くの災害や、東日本大震災以降、本県が抱える特有の問題な

ど、消防を取り巻く環境の変化や多くの課題等を解消し、時代が求める現場に即した教育を提供す

るため、福島県消防学校教育等関係機関担当課長等会を構成メンバーとする「新指針策定検討会」

を立ち上げ、現場のニーズに応えるべく検討を重ねて新指針を策定したところである。 

 今後も、各関係機関との連携を強化するとともに、常に情報の発信基地として最新の教育を提供

し、安心・安全が担保できる「我が故郷 福島」を守る消防人の育成に全身全霊で臨み、県民の期

待に応えられる日本一の消防学校を目指したい。 

 

 

                    令和８年２月 

 

                         福島県消防学校長  
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【Ⅰ 教育訓練指針策定の目的等】 

 少子高齢化が加速度的に進む中、１０年に一度と言われていた甚大な被害をもたらす災

害が、頻発化・激甚化し、全国各地に爪痕を残している。それに加え、働き方改革や定年

延長制度の施行など、消防を取り巻く環境の劇的な変化に対応を迫られている。このこと

を踏まえ、本校では、消防職員及び消防団員（以下「消防職・団員」という。）の災害対応

能力や防災指導能力の向上のため、教育体制や教育環境等の整備を行うとともに、社会情

勢にマッチした教育訓練計画を構築するため、中期的な視点による福島県消防学校教育訓

練指針（以下、「教育訓練指針」という。）を策定するものである。 

 

現状と課題を踏まえた目指すべき消防職・団員像 

 
 

 

              
 

地域の安全・安心の担い手である消防職・団員の育成・強化 

 

 

 

         
    〇 初任・基礎教育 

      基本的知識・技術を身に付け、指揮者の指示に従える消防職・団員 

    〇 専科・幹部教育 

      高度で専門的な知識・技術を持ち、自ら考え行動できる消防職・団員 

    〇 共通 

      住民に信頼され、負託に応えられる消防職・団員 

 

 

 

【Ⅱ 教育訓練指針の位置付け】 

 教育訓練指針は、消防学校における教育訓練の目指すべき姿を明確にし、福島県消防学

校教育訓練規則（昭和４１年４月１日県規則第２１号）（以下、「教育訓練規則」という。）

第７条の規定に基づく学校教育実施計画（以下、「実施計画」という。）の策定の際の方向

性を指し示すための上位計画として位置付けるものとする。 

 

災害対応の課題 社会情勢の課題
〇特異な火災事案 〇少子高齢化

〇線状降水帯発生増加 〇幹部職員の若年化

〇風水害の大規模化（広域化） 〇消防団員の減少

〇頻発する地震発生 〇経験不足

〇火山噴火の懸念 〇働き方改革

〇社会インフラの老朽化等 〇定年延長制度

基本理念

目指すべき消防職・団員像
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【Ⅲ 教育訓練指針の計画期間】 

 本教育訓練指針（第２期）の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とする。 

 

 

【Ⅳ 教育訓練指針の基本方針等】 

「地域の安全・安心の担い手である消防職・団員の育成・強化」という基本理念に基

づき、本教育訓練指針においては、以下に示す内容を基本方針として、具体的な方策を展

開する。 

⑴ 消防職員 

 ① 最優先事項（初任教育及び救急科）の実施 

   消防職員としての第一歩となる初任教育については、基本的な知識や技術の習

得が必要不可欠であることや、年々増加の一途をたどっている救急要請に対応する

ため、資格要件として必須となる救急隊員の養成については、最優先事項として毎

年実施する。 

 ② 専科教育、幹部教育及び特別教育の明確化と教育内容の充実・強化 

   教育カリキュラムの見直しにより、若年層（初任教育・救急科修了以降）専門

的な知識や技術を習得する警防系の教育が手薄となったことから、これまで、指揮

を執る隊長レベルを対象としてきた専科教育（警防科・特殊災害科）について、対

象とすべき入学の条件を隊員クラスに統一し、各教育の目的を明確化する。 

また、幹部教育・専科教育の定年延長に伴う役職定年等の影響により、経験の浅

い若手の幹部職員が部隊を統括する場面が想定されることから、教育による知識・

技術等の拡充を図るとともに、不安の解消につなげるための効果的な教育を実践す

るとともに、社会情勢に鑑み、各種ハラスメントに係るコンプライアンス事案の対

応や、大規模災害対応などの対策についても、より現場を意識した教育の提供を推

進する。 

 ③ 女性消防職員のさらなる活躍に向けた教育訓練の実施 

   住民サービスの向上及び消防組織の強化などの観点から、女性消防職員の更な

る活躍が必要とされている。本県において、女性消防職員が働きやすい職場環境の

整備を推進していくため、令和５年度から実施している１日開催の研修会を継続し

て実施するとともに、より効果的な教育訓練の在り方について検討する。 

⑵ 消防団員 

 ① 各教育の入校促進と訓練内容の充実・強化 

   消防団員数の減少に歯止めがかからない状況が続いており、併せて少子高齢化

もあって、消防団員の平均年齢も徐々に上昇している。さらに、コロナ禍を経て、

これまで実施されていた定期的な訓練も回数が減るなどし、消防力の維持が困難な

状況となっていることから、訓練の必要性と短時間で効果を挙げるための工夫され

た訓練内容への見直し等を図り、入校の促進と訓練内容の充実強化に繋げる教育を

推進する。 

   その第１弾として、特別教育女性消防団員科について、宿泊を伴わない１日開

催の要望結果を踏まえ、内容を精査するとともに隔年開催の計画案とし、入校促進
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に繋げる。 

 ② 関係機関との連携による合理的な教育訓練の実施 

   これまで、県消防協会が学校教育とは別に単独で開催していた「訓練指導員研

修」について、訓練内容が、消防学校教育の「指揮幹部科分団指揮課程」に類似し

ており、隣県消防学校においては、兼ねて開催している実績等があることから、本

校において検討した結果、実施単位時間数を一部追加（２単位）し、合理的に入校

者の拡大を図るため県消防協会と連携し、訓練指導員研修を兼ねた形の「指揮幹部

科分団指揮課程」として実施する。 

⑶ 一般教育 

 ① 防災意識の高揚と入校促進 

   コロナ禍の影響により、再開した一般教育の入校者数が低迷している。各関係

機関との連携を図り、これまでの周知方法のみならず、SNS 等の活用を含め、防

災意識の高揚を図り、更に入校促進に繋がる情報の発信を目指す。 

 

【Ⅴ 教育体制の整備】 

 ⑴ 教育訓練指針策定スケジュール 

   本教育訓練指針の計画期間については、前述のとおり令和８年度から令和１２年度

までとしているが、各消防本部からの職員派遣に関する中期的計画（以下、「教官派

遣計画」という。）との関連があり、教育訓練指針とセットで示す必要があるが、教

官派遣計画については、令和８年度に派遣予定となる該当消防本部の人事上の措置

や、事前準備（消防大学校の入校等）等の都合上、２年程度の期間が必要と推測され

ることから、教育訓練指針を示す前年度に教官派遣計画を提示するものとする。 

  ◆教育訓練指針策定スケジュール（案） 

 

 ⑵ 実施計画策定スケジュール 

   本指針の「中期（R8～R12）教育訓練基本ローテーション」に基づき、年度ごとに

実施計画を策定するが、時代のニーズに合わせ新たな教育（特別教育）の必要が生じ

た場合は、福島県消防学校教育等関係機関担当課長等会（以下、「担当課長等会」と

いう。）において協議・検討し、柔軟に対応することができるものとする。 

R8～R12 (第２期)計画案 R13～R17 (第３期)計画案

R6年度 R8～R12　教官派遣計画　提示 R6年度

R7年度 次期教育訓練指針　承認 R7年度

R8年度 R8年度

R9年度 R9年度

R10年度 R10年度

R11年度 R11年度 R13～R17　教官派遣計画　提示

R12年度 R12年度 次期教育訓練指針　承認

R13年度 R13年度

R14年度 R14年度

R15年度 R15年度

R16年度 R16年度

R17年度 R17年度

教育訓練指針　計画期間

教育訓練指針　計画期間
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  ◆実施計画策定スケジュール（案） 

 

 ⑶ PDCA サイクルによる効果検証 

   実施計画に基づき実施された教育の効果を評価するため、到達目標の達成度、学生

の理解度、教育単位時間数の適正度、訓練内容等様々な角度から PDCA サイクルに

よる効果検証を行い、翌年以降の実施計画及び各教育訓練へ反映させ、より効率的か

つ効果的な教育が提供できるよう推進する。 

 

  ◆PDCA サイクルによる評価方法 

 
 

担当課長等会 運営協議会 消防学校

４月

５月

６月 第１回会議（協議・修正）

７月

８月

９月 第２回会議（最終調整）

１０月 運営協議会開催（承認） 各市町村等へ次年度計画（経費等）周知

１１月

１２月

１月 次年度計画確定（実施要領送付）

２月

３月

前年度効果検証・次年度計画素案策定

① PLAN

（計画）

④ ACTION ② DO

（改善） （実行）

③ CHECK

（評価・検証）

基本方針を踏まえ、資機材及び教官数

等を勘案し実施計画を策定。

計
画
に
基
づ
い
た
各
教
育
訓
練
を
実
施
。

実施期間中の効果測定や、修了後のアンケート等

を行い分析・評価する。

修
正
点
や
改
善
点
に
つ
い
て
は
、
次

年
度
以
降
の
計
画
に
反
映
さ
せ
る
。

改善の内容によっては、実施中の

教育に反映させてもよい。
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 ⑷ 中期教育訓練基本ローテーション 

   令和３年度から令和７年度までの教育訓練指針にあっては、各消防本部や各市町村

からの要望を直接反映させ、時代のニーズに応えながら単年度ごとに実施計画を策定

する方法を基本としたが、計画途中の令和５年度第１回担当課長等会の席上におい

て、単年度ごとに示す方法より、中・長期的なローテーションを提示された方が、入

校計画（人選等）も立てやすいとの要望が多くあったことから、最終年度となった令

和７年度については、令和６年度の実施計画策定と同時に原案を策定したところであ

る。 

   また、令和６年度において、教育メニューの見直しを行い、令和８年度からの教育

訓練指針においては、未実施または休止状態の教育については、一旦メニューから外

し実施する教育のみを掲載し、中期教育訓練基本ローテーションとして提示すること

とした。 

  ◆中期（第２期）教育訓練基本ローテーション（案） 

 

                   ※印は、国が示す基準の教育科・課程 

8 9 10 11 12

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

○ 〇 ○ 〇 ○ 毎年

○ ○ 隔年

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

○ ○ ３年に１回

○ ○ ○ ３年に１回休止

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

幹部 ○ ○ ○ ○ ○ 毎年

○ ○ ○ 開催年度実施

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

〇 〇 〇 隔年

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

○ ○ ○ ○ ○ 毎年（回数検討）

○ ○ ○ 隔年

○ ○ 隔年

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

現場指揮課程　　　※ ○ ○ ○ ○ ○ 毎年（回数検討）

分団指揮課程　　　※ ○ ○ ○ ○ ○ 毎年（回数検討）

○ ○ ○ 隔年

○ ○ 開催前年度実施

○ ○ ○ 隔年

○ ○ 隔年

○ ○ ○ ○ ○ １年に６～７支部

○ ○ ○ ○ ○ 毎年

少年消防クラブ員教育 ○ ○ ○ ○ ○ 毎年

教育種別
年度

消
防
職
員

初任教育　　　　　　　　　　 　　※

専科
教育

警防科　　　　　　　　  　※

特殊災害科　　　　　　　　※

予防査察科　　　　　　　　※

危険物科　　　　　　　　　※

火災調査科　　　　　　　　※

救急科　　　　　　　　　　※

救助科　　　　　　　　　　※

初級幹部（司令補対象）　　※

特別
教育

ポンプ操法指導員科

救命士養成補助教育科

指揮隊長科

通信指令科

消防士長研修

専科
教育

警防科　　　　　　　　　　※

機関科　　　　　　　　　　※

幹部
教育

初級幹部　　　　　　　　　※

指揮
幹部科

特別
教育

訓練礼式指導員科

ポンプ操法指導員科

ラッパ吹奏科

女性消防団員科

消
防
団
員

基礎教育　　　　　　　　　　　　 ※

校外教育

一
般

自衛消防隊員教育
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 ⑸ 教官派遣計画 

   これまでの教官派遣計画（R3 年度～R7 年度）については、実施計画とは別に取り

扱い、初任教育の入校者数や、他の教育との最繁忙期との兼ね合いから、派遣人数等

についてもその都度協議し、福島県消防長会にその調整等をお願いする方法としてき

たが、教育訓練指針の基本方針に基づき、より高みを目指した効果的で効率の良い教

育の提供をするため、教育効果の検証による評価と改善はもとより、教官自身のスキ

ル・レベルアップのための研修等に積極的に参加させるとともに、キャリアアップに

繋がる人材育成を強化するため、「中期教育訓練基本ローテーション」とセットで教

育訓練指針に掲載することとする。 

   なお、安定的な教育を提供し続けるため、各種調整業務を担うプロパー教官３名、

消防戦術等の知識・技術の教授を行う派遣教官７名（警防担当３名、予防担当２名、

救急担当２名）、一般行政・警防関係・予防関係の講師３名体制を維持し、教育訓練

の充実を図ることを目的とした教官派遣計画とする。 

  ◆教官派遣計画（案） 

 
 ⑹ 関係機関との連携強化 

   本校で実施する教育訓練を、より効果的で充実した内容とするためには、関係機関

との連携強化が必要不可欠である。これは、単に消防学校と消防本部の関係性を強化

することではなく、消防大学校等からの技術支援や関係省庁、民間企業を含めあらゆ

る分野との連携強化が、より良い教育の提供に繋がり如いては、県民の安全につなが

ることになる。 

   また、関係機関との連携強化は、入校生のみならず教官の指導レベルのブラッシュ

アップにも繋がることから、積極的な連携強化に努めるものとする。 

 

所属 区分 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

学校 救急 救急 警防 警防 救急 救急 予防 予防 警防 警防

航空隊 隊員 隊員 副隊長 副隊長 隊長 隊員 隊員 隊員 副隊長 副隊長

学校 予防 予防 救急 救急 警防 警防 予防

航空隊 隊員 副隊長 副隊長 隊長 隊員 隊員 隊員 副隊長 副隊長 隊長

学校 警防 警防 救急 救急 予防 予防 警防 警防 救急 救急

航空隊 副隊長 副隊長 隊長 隊員 隊員 隊員 副隊長 副隊長 隊長 隊員

学校 予防 救急 救急 警防 警防 予防 予防

航空隊 隊長 隊員 隊員 隊員 副隊長 副隊長 隊長 隊員 隊員 隊員

学校 警防 警防 救急 救急 警防 警防

航空隊 隊員 隊員 隊員 副隊長 副隊長 隊長 隊員 隊員 隊員 副隊長

学校 救急 警防 警防 予防 予防 警防 警防 救急 救急 警防

航空隊 副隊長 隊長 隊員 隊員 隊員 副隊長 副隊長 隊長 隊員 隊員

所属 区分 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

学校 警防 警防 予防 予防

航空隊 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員

学校 予防 予防

航空隊 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員

学校 予防 予防 救急 救急

航空隊 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員

学校 警防 警防 救急

航空隊 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員

学校 警防 警防

航空隊 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員 隊員

学校 警防 予防 予防 警防 警防

航空隊 隊員 隊員 隊員

相馬

双葉

白河

会津若松

伊達

安達

喜多方

南会津

福島

いわき

郡山

須賀川
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  ① 総務省消防庁消防大学校の活用 

    これまでの、教育訓練指針（第１期）においても、指導する教官自身の知識・技

術を向上させるため、各種研修等に積極的に参加させることとしてきたが、これま

での効果の検証結果等から、本指針（第２期）においても継続する方向で進めるこ

ととする。その第１候補を、消防大学校とし、積極的に活用する。 

  ② 消防組織以外（民間企業を含む）の組織連携 

    消防の現場でも、大規模災害時は民間企業との連携による活動があるように、教

育現場においても同様の連携による合同訓練等をすることにより、互いの弱点を補

いながら、顔の見える関係が構築できることから、積極的に連携強化に努める。 

 ※ 連携イメージ 例１ 

 

 ※ 連携イメージ 例２ 

 

消防学校

消防本部 消防大学校

学 生

民間企業

・他

各種教育科入校

教官研修

技術支援

知識・技術

入校 学生研修

消防学校

各市町村

消防団
消防大学校

学 生

団長科入校

支援等

知識・技術

入校

消防協会

連携強化
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【Ⅵ 各教育科・課程の主眼と到達目標】 

 ⑴ 消防職員 

  ① 初任教育 

 

  ② 専科教育 

    災害等に的確に対応できるよう高度な専門知識と技術を習得させるとともに、消

防活動の基本となる規律の保持や、体力錬成の促進等職員のこれからのキャリア形

成のための土台づくりにつながる教育訓練を行う。 

 

 

 

 

 

主　　眼

　消防職員として、初めて採用された者に対して、消防活動技術や防火・防災に関する基本的かつ基礎的な知識と

技術はもちろんのこと、強靭な気力や体力づくり、社会人としての豊かな人格を形成させるための教育訓練を行

う。

到　達　目　標

１　公務員としての服務義務を理解し、職務意欲が旺盛で、住民の信頼を得られること。

２　警防隊員として基本的な安全管理について理解し、自らの安全を確保し、災害現場では、隊長の下命に基づく

　基本的な活動ができること。

３　消防業務全般について概要を理解していること。

４　住民からの一般的な質問に応答できること。

初任教育

主　　眼

　災害現場等において警防活動をする隊員に対し、幅広く専門的な知識及び技術を習得させるための教育訓練を行

う。

到　達　目　標

１　警防行政の現状及び課題を理解していること。

２　防災関係法令に関する専門的知識及び災害対策に関する最新の知識を豊富に有していること。

３　各種災害事象に対する基本的消防戦術を理解し、災害現場において適切かつ効果的に活動ができること。

４　心身の健康管理に積極的に取り組めること

主　　眼

　特殊災害現場において消防活動をする者に対し、危険物質等に係る基本的知識や各種災害活動要領などの専門的

な知識・技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　安全、適切かつ効果的な消防活動に必要な特殊物質に関する専門的知識を豊富に有していること。

２　特殊かつ異様な災害への対応を含め、災害の態様に応じた的確な消防活動要領を理解していること。

３　災害現場において、各隊員の安全管理を優先し、適切かつ効果的な消防戦術ができること。

主　　眼

　予防査察に必要な査察着眼点や危険物規制、違反処理など基礎的、専門的な知識・技術を習得させるための教育

訓練を行う。

到　達　目　標

１　査察行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

２　防火管理、建築規制、危険物規制及び消防用設備等に係る専門的知識を豊富に有しており、査察要領を習得し

　ていること。

３　違反処理に係る専門的知識を修得し、違反対象物の関係者（当該違反対象物の管理について権原を有するもの

　を含む。）に対して是正を指導できること。

主　　眼

　危険物の施設での災害時の対処方法や許認可に係る基準、違反処理など、基礎的、専門的な知識・技術を習得さ

せるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　危険物行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

２　危険物化学、指定可燃物及び液化石油ガス等に関して、災害対策上必要な化学的特性等に係る専門的知識を豊

　富に有していること。

３　危険物施設に対して許認可等の規制を的確に行い、違反を適切に処理できること。

警防科

特殊災害科

予防査察科

危険物科
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  ③ 幹部教育 

    消防に関する高度の知識・技術を総合的に習得させるとともに資質の向上を図

り、幹部としてふさわしい人材育成につなげる教育訓練を行う。 

 

  ④ 特別教育 

    現場対応や訓練指導等に特化した専門分野における高度な知識・技術を習得させ

るための教育訓練を行う。 

 

 

 

主　　眼

　原因調査の内容、進め方、原因調査要領や鑑定要領等、基礎的、専門的な知識・技術を習得させるための教育訓

練を行う。

到　達　目　標

１　火災調査業務に係る制度を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

２　原因調査、損害調査及び鑑定等に係る専門的知識を豊富に有しており、的確な判断能力を備えていること。

３　文書実務に係る知識を豊富に有しており、技能を十分に発揮できること。

主　　眼

　消防法施行令第４４条第５項第２号（救急業務に関する教育（総務省令で定める）課程）及び施行規則第５１条

の規定に基づく教育を修了させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。

２　応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する知識を有しており、応急処置時における的確な観察及

　び判断能力を備えていること。

３　応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。

４　救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。

主　　眼

　消防組織法第４条第２項第１６号の規定に基づく告示「救助活動に関する基準」第６条第１項の教育訓練の基準

に規定する救助科を修了させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　厳しい条件の下において救助活動を遂行し得る旺盛な士気及び強靱な身体を有していること。

２　救助活動に係る最新の専門的知識を豊富に有しており、専門的で高度な技能及び技術を備え、これらを活用し

　た応用力を十分に発揮できること。

３　救助活動及び救助訓練において自らの安全を確保できること。

火災調査科

救急科

救助科

主　　眼

　主として消防司令補（消防士長の階級にある者であって部隊または係の長である者を含む。）に求められる業務

管理能力や消防部隊（小隊単位）の指揮などを習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　初級幹部としての責任及び立場を正しく認識していること。

２　初級幹部として消防行政の動向を理解していること。

３　上司を補佐し、部下を指導できること。

４　事故及び障害の発生時に、迅速な初動対応ができること。

５　災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する安全管理と的確な下命を行えること。

初級幹部科

主　　眼

　消防団員の消防技術の向上を図るために開催される消防操法大会における実施要領に定める操作の指導及び審査

要領に定める審査方法等について公平な審査ができる指導者を養成するための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　消防操法実施要領を理解し、消防操法の指導ができること。

２　消防操法審査要領を理解し、消防操法の審査ができること。

主　　眼

　救急業務に関する講習を修了し５年又は２０００時間以上救急業務に従事した者が、国家試験の受験資格を取得

するために入所する救急救命士法第３４条第４号該当施設（以下「救急救急救命士養成所」という。）における授

業の理解を容易にするための事前の教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　救急救命士養成所入所の心構えができていること。

２　救急救命士養成所入所後、必要な基礎的解剖生理、病態生理、症状の理解ができていること。

ポンプ操法

指導員科

救急救命士

養成補助

教育科
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 ⑵ 消防団員 

  ① 基礎教育 

 

  ② 専科教育 

    基礎教育を修了した消防団員に対して、特定分野に関し、専門的な知識や技術を

習得させる教育訓練を行う。 

 
  ③ 幹部教育 

    幹部職員としての消防団の運営に必要な事項や現場の指揮・統率力の向上など、

階級に応じた必要な能力のスキルアップにつながる教育訓練を行う。 

 

主　　眼

　 指揮隊長として求められる災害現場における的確な指揮を行うために必要な知識・技術の習得させるための教

育訓練を行う。

到　達　目　標

１　指揮隊長としての立場を正しく認識していること。

２　指揮隊長として、無線速報、隊員への簡潔な指示、上級指揮者への報告など基本の型を身につけていること。

主　　眼

　救急指令に求められる通信指令員の知識・技術を向上させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　通報者に対する接遇能力を有していること。

２　幅広い医学知識を有していること。

３　緊急度判定のための知見を有していること。

４　口頭指導のための技術を有していること。

主　　眼

　消防士長の階級にある者に求められる業務管理能力や消防部隊（小隊単位）の指揮などを習得させるための教育

訓練を行う。

到　達　目　標

１　消防士長としての責任及び立場を正しく認識していること。

２　消防士長として消防行政の動向を理解していること。

３　上司を補佐し、部下を指導できること。

４　事故及び障害の発生時に、迅速な初動体制をとることができること。

５　災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する安全管理と的確な下命を行えること。

通信指令科

消防士長研修

指揮隊長科

主　　眼

　消防団員として任用後、経験が短い（概ね３年未満）者に対して、組織制度や火災防ぎょ、安全管理等、消防活

動に必要な基礎的な知識・技術を習得させる教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に必要な地域特性を理解しているこ

　と。

２　災害現場では自ら安全を確保しながら、下命に基づく現場活動を遂行できること。

基礎教育

主　　眼

　消防団員として３年以上の経験を有する者に対し、火災防ぎょや安全管理など、災害現場における消防活動に必

要な専門的知識や技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　火災防ぎょ活動に関する専門的知識及び行動原則並びに各種災害事象における消防団の役割及び活動内容を理

　解していること。

２　災害現場において中核的な活動を遂行できること。

主　　眼

 　消防団員として１年以上の経験を有し、消防車両の運行に従事する予定の者に対し、道路交通法や緊急走行、ポ

ンプ運用など、消防車両の運行に必要な専門的知識や技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　道理交通法関係法令及びポンプ工学に関する専門的知識を有すること。

２　消防自動車を迅速かつ的確に運行できること。

警防科

機関科
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  ④ 特別教育 

 

 ⑤ 校外教育 

 

 

 

 

主　　眼

　消防団の班長の階級にある者に対し、消防財政や人事業務管理、安全管理、現場指揮など、消防団の運営に必要

な専門的知識や技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規律、災害活動要領及び安全管理を深く理解し

　ていること。

２　地域住民に対して防災指導を行えること。

主　　眼

　火災防ぎょや救助・救命、避難誘導など災害現場における部隊活動を実施するために必要な専門的知識や技術を

習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　災害時における現場指揮者としての職責を自覚し、現場指揮及び安全管理の知識及び技術を有していること。

２　大規模災害時において、現場指揮者として、火災防ぎょ、水災活動、救助救命、避難誘導及び情報収集・伝達

　に係る的確な現場指揮及び安全管理の知識及び技術を有すること並びに自主防災組織等に対して防災指導を行え

　ること。

主　　眼

　消防団の管理運営や活性化、災害現場における分団の管理運営を適切に実施するために必要な専門的知識や技術

を習得させるための教育訓練を行う。（消防協会・訓練指導員研修を兼ねる。）

到　達　目　標

１　分団の指揮者としての職責を自覚し、消防団の管理運営及び活性化に資する広い知識を有していること。

２　各種災害発生時における分団の管理運営及び効果的な現場活動の在り方を深く理解していること。

指揮幹部科

分団指揮課程

初級幹部科

指揮幹部科

現場指揮課程

主　　眼

　消防団における訓練礼式の指導者となるための、必要な知識・技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　訓練礼式の基準を理解していること。

２　他の団員に対して、訓練礼式の指導ができること。

主　　眼

　消防団員の消防操法技術の向上を図るため、消防操法実施要領に定めた行動を適切に指導できる指導者を養成す

るための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　消防操法実施要領に定めた各番員の行動を正しく説明できること。

２　各番員の行動が展示でき、規律や節度、敏捷性、士気、安全性等について適切な指導ができること。

主　　眼

　消防団員の規律維持及び志気の高揚を図るため、消防団の式典及び行事におけるラッパ吹奏の基本などの技術を

習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　ラッパ吹奏の基本を理解すること。

２　基本的なラッパの吹奏ができること。

主　　眼

　女性消防団員を採用する消防団は全都道府県に浸透しており、活躍が期待されている中、訓練礼式、予防広報・

防火指導能力の向上や、消火に関する技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　訓練礼式において、基本の姿勢や行進等の基本的な行動ができること。

２　予防広報の意義を理解し、地域住民に対しての広報要領を習得すること。

３　消火器、屋内消火栓等の操作要領を習得し、地域住民に対しての指導要領を習得すること。

訓練礼式

指導員科

ポンプ操法

指導員科

ラッパ吹奏科

女性消防

団員科

主　　眼

　各支部の幹部団員（班長以上）又は幹部昇格予定団員を対象とし、地域における消防団員の消防力強化、活性化

を図るために、消防学校の教官を派遣し、訓練礼式など基礎的な知識・技術を修得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　基本的な訓練礼式の要領を習得すること。

２　現場の指揮要領を理解し、他の団員に対し教育内容の伝達等ができること。

校外教育

（幹部対象）
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 ⑶ 一般教育 

 

 

 

【Ⅶ 各教育科・課程における入学資格等】 

 各教育科及び課程における入学資格と学生数については、下記のとおり。 

 なお、入学資格内に記載の（ステップ１・２・３）とは、【Ⅸ 教育訓練トレーニング

ビジョン】※ロールモデル（例）の記載内容。（P27～28 を参照） 

 ⑴ 消防職員 

  ① 初任教育 

 

  ② 専科教育 

 

  ③ 幹部教育 

 

主　　眼

　社会福祉施設に勤務する自衛消防隊員に対して、災害発生時の人命の保護及び被害の軽減を図るために必要な基

礎的な知識・技術を習得させるための教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　自衛消防隊としての責務を理解する。

２　自衛消防隊員として、屋内消火栓等の消防用設備を活用した消防活動要領等を習得する。

３　基礎的な応急救護要領を習得する。

主　　眼

　県内の少年消防クラブ員を対象とし、応急手当や煙体験等の各種体験学習による防災意識の向上、県内各地域の

少年消防クラブ員との親交を深めることを目的とした教育訓練を行う。

到　達　目　標

１　各種体験学習を通し、防災に対する意識が向上すること。

２　県内各地域の少年消防クラブ員との親交が深まること。

少年消防

クラブ員

教育

自衛消防

隊員教育

教育科 入学資格 学生数

初任教育 新たに消防職員として採用された者（ステップ１） １クラス40名

教育科 入学資格 学生数

警防科 警防業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 25名程度

特殊災害科 特殊災害業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 25名程度

予防査察科 予防業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 25名程度

危険物科 危険物業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 20名程度

火災調査科 火災調査業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 20名程度

救急科
救急業務に従事するための講習（消防法施行規則第５１条関係）未受講者

（ステップ１）
１期40名

救助科 救助業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 25名程度

教育科 入学資格 学生数

初級幹部科 消防司令補に昇任して３年未満の者（ステップ３） 25名程度
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  ④ 特別教育 

 

 ⑵ 消防団員 

  ① 基礎教育 

 

  ② 専科教育 

 

  ③ 幹部教育 

 

  ④ 特別教育 

 

 

 

教育科 入学資格 学生数

ポンプ操法

指導員科
消防団員に対する操法指導に従事して３年未満の者（ステップ２） 20名程度

救急救命士養

成補助教育科
救急救命士国家資格を取得するため翌年度養成所に入所予定の者（ステップ２） 25名程度

指揮隊長科
警防隊員として10年以上の経験を有し、指揮業務に従事し３年未満の消防司令また

は消防司令補の階級にある者（ステップ３）
25名程度

通信指令科 通信指令業務に従事して３年未満の者（ステップ２） 20名程度

消防士長研修 消防士長に昇任して３年未満の者（ステップ２） 25名程度

教育科 入学資格 学生数

基礎教育 入団後、３年未満の者（ステップ１） 60名程度

教育科 入学資格 学生数

警防科 消防団員として３年以上の経験を有している者（ステップ２） 30名程度

機関科
消防団員として１年以上の経験を有し、消防車両の運行に従事（または予定）してい

る者（ステップ２）
20名程度

教育科・課程 入学資格 学生数

初級幹部科 班長の職に昇任し、おおむね５年以内の者（ステップ３） 60名程度

指揮幹部科

現場指揮課程
部長又は部長と同等の実務経験を有する班長の階級にある者（ステップ３） 40名程度

指揮幹部科

分団指揮課程
分団長又は副分団長の階級にある者及び訓練指導員（ステップ３） 60名程度

教育科 入学資格 学生数

訓練礼式

指導員科
訓練礼式指導員及び指導員と同等の階級にある者（ステップ２） 40名程度

ポンプ操法

指導員科
操法指導員及び指導員と同等の階級にある者（ステップ２） 40名程度

ラッパ吹奏科 ラッパ吹奏に従事し３年未満の者または予定者（ステップ１） 40名程度

女性消防

団員科
女性消防団員等で、入団から１０年未満の者（ステップ２） 20名程度
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 ⑶ 一般教育 

 

 

 

 

  

教育科 入学資格 学生数

自衛消防

隊員教育
消防防火対象物（施行令別表１⑹項ロ・ハ・ニ）に勤務する職員 40名程度

少年消防

クラブ員教育
少年消防クラブ員 50名程度
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【Ⅷ 各教育科・課程の基本的カリキュラム等】 

 ⑴ 消防職員 

  ① 初任教育 

 
 

 

 

 

教科目（主なもの） 単位時間 教科目（主なもの） 単位時間

消防倫理総論 建築構造

社会と消防 建築法令

消防人の資質 建築規制

地方公務員制度 消防活動上の規制

地方公務員の義務と責任 安全管理の概要

地方公務員の権利と服務規律 日常業務における受傷危険と事故防止

公務員倫理 警防活動

文書事務 救助活動

消防行政と法 救急活動

法の分類 体力管理

法の効力と適用 メンタルヘルス（惨事ストレスを含む。）

法律の目的 放射線物質災害

消防法関係法令の体系 生物災害

行政法基礎知識 化学災害

消防制度 火災

消防の任務 火災防ぎょ

消防の組織 火災防ぎょ活動

地方自治制度 建物火災防ぎょ

物理 建物以外の火災防ぎょ

化学 火災調査の基礎知識

電気 火災原因調査の内容

燃焼と消火 火災原因調査の方法

防火管理制度 火災損害調査の内容

消防計画 火災原因調査の方法

統括防火管理制度 火災調査書類

防火対象物点検報告制度 災害対策

自衛消防組織 震災対策

防災管理 気象災害

消防広報 水防対策

危険物 国民保護

危険物施設 広域応援等

消防用設備等の概要 自主防災

消防用設備等の着工と設置届・検査 消防団

消火設備 救急業務

警報設備 救急活動

避難設備 解剖・生理

消防活動上必要な施設 救急資機材

消防用設備等に係る総合操作盤 応急処置

特殊消防用設備等 傷病者別応急処置

査察の基礎等 消防用自動車等

査察要領 消防器具

違反処理 消防防災通信設備

救急 50

実

務

教

育

実

務

教

育

危険物 8

法学

基礎

・

消防法

20

特殊災害

と保安
10

消防機

械・ポン

プ

安全管理 16

建築

防災 23

予防広報 20

火災調査 15

消防用

設備
12

火災防

ぎょ
30

理化学 10

10

10

種目・種類

基

礎

教

育

倫理 5

査察 27

消防組織

制度
9

服務

と

勤務

28

種目・種類
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  ② 専科教育 

   ア 警防科 

 

教科目（主なもの） 単位時間 教科目（主なもの） 単位時間

概要 概要

各個訓練

通常点検

敬礼動作 消火活動訓練

小隊訓練 救助活動訓練

概要 火災総合訓練

ポンプ自動車 救急救助総合訓練

放水 体育 55

検索 実務研修

防火衣等着脱 選択研修

搬出

概要

ロープ取扱技術

救助操法

50

種目・種類

55各種資機材の諸元・性能・取扱

要領、保守管理要領

消防活動

応用訓練
85

45

125

標準的な教育訓練日数等

機器取扱

訓練

82

救助訓練

種目・種類

訓練礼式

消防活動

訓練

行事・その他

実

科

訓

練

実

科

訓

練

　●総　日　数：１７６日　※年度によって異なる

　●実　日　数：１１９日　

　●単位時間数：８００時間

そ

の

他

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 図上訓練の目的と実施要領

災害対策基本法の概要

水防法の概要

事後検討と検証結果の発表

実技訓練の目的と実施要領

防災に係る主要通知の内容

警防行政の現状と課題

近年の震災と地震対策の概要 事後検討と検証結果の発表

近年の水害と水防対策の概要 消防戦術事例

林野火災対策の概要 特異火災事例

放射性物質災害対策の概要 安全管理事例

生物剤・化学物質災害対策の概要 警防行政事例

緊急消防援助隊 訴訟事例

情報収集要領

指揮命令伝達要領

災害現場広報要領

建物火災

その他の火災 メンタルヘルスと惨事ストレス

林野火災 効果測定

放射性物質災害 行事その他

生物剤・化学物質災害

多数傷病者発生事故

健康管理

14

5

13警防対策

防災

事例研究 6

10

武力攻撃事態における国民保護に係る

消防の役割

各種想定訓練（現場指揮と安全管理に

配意）

各種想定訓練（現場指揮と安全管理に

配意）

トレーニング法の理論と実践上の留意

事項

消防職員に必要な体力と食事を通じた

体力づくり

3

実技訓練 15

　●総　日　数：１２日　※年度によって異なる

図上訓練

3

標準的な教育訓練日数等

消防戦術と安

全管理

　●実　日　数：１０日　

　●単位時間数：７０時間
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   イ 特殊災害科 

 

   ウ 予防査察科 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 生物剤・化学剤災害

特殊災害の意義と特性 圧気工事現場

特殊災害に対する消防活動の考え方 酸素欠乏現場

危険物 危険物災害

高圧ガス 高圧ガス災害

放射性物質 放射性物質災害

毒・劇物 毒・劇物に係る災害

火薬類 生物剤・化学剤災害

生物剤・化学剤 圧気工事現場

酸素欠乏現場

テロ災害時の安全管理

テロ災害の特性 図上訓練の目的と実施要領

消防法

高圧ガス保安法

火薬類取締法 事後検討と検証結果の発表

石油コンビナート等災害防止法 効果測定

原子力災害関係法令 行事その他

感染症関係法令

生物剤・化学剤規制関係命令

危険物災害

高圧ガス災害

放射性物質災害

毒・劇物に係る災害

図上訓練 7

　●総　日　数：９日　

　●実　日　数：７日　

　●単位時間数：４９時間

危険性物質等

に係る基礎的

知識及び関係

法令

15

標準的な教育訓練日数等

特殊災害

における

安全管理

特殊災害

の概論
2

各種想定訓練（現場指揮と安全管理に

配意）

化学物質安全データシートとイエロー

カード

特殊災害に

対する消防

活動要領

特殊災害に

対する消防

活動要領

16

5

3

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 命令

予防査察行政の現状と課題 許可の取消し等

消防関係法令の改正内容 告発

建築行政と消防行政との関係 代執行

消防同意制度 違反処理の際の基本的留意事項

消防に関する建築規制 違反処理マニュアル

消防同意の要領と留意事項

防火対象物の用途別の危険性

建築物の構造規制と査察着眼点

防火管理制度の概要と査察着眼点

消防用設備等の構造機能と査察着眼点 防火対象物の査察

火気使用設備・器具の査察着眼点 危険物施設の査察

電気設備の査察着眼点 建築・設備図書の見方

少量危険物施設の査察着眼点 違反処理事例

指定可燃物施設の査察着眼点 査察事例

火気規制 消防用設備設置指導事例

製造所等の保安管理に関する査察着眼点 災害事例

製造所等の位置・構造・設備に関する査察着眼点 効果測定

製造所等の貯蔵・取扱いに関する査察着眼点 行事その他

危険物施設ごとの査察着眼点

違反処理の意義、必要性及び行政指導

警告

　●実　日　数：１０日　

　●単位時間数：７０時間

危険物規制 7

8

6

標準的な教育訓練日数等

査察 24 査察実習

事例研究

消防設備士免状の返納命令に関する運用

基準

危険物取扱者免状の返納命令に関する運

用基準

消防同意 6

違反処理

違反処理 14

3

　●総　日　数：１２日　　※年度によって異なる

予防査察行政

の現状と課題
1
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   エ 危険物科 

 
   オ 火災調査科 

 

 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 貯蔵・取扱い・運搬・移送の基準

危険物行政の現状と課題 許認可の手続き

消防関係法令の改正内容 書類の審査

総論 設備図書の見方

第１類危険物 危険物施設に対する措置命令

第２類危険物 危険物規制実務事例

第３類危険物 違反処理実務

第４類危険物 災害事例

第５類危険物 効果測定

第６類危険物 行事その他

危険物規制の概要

危険物施設の設置・変更

危険物施設の保守管理と保安制度

危険物事業所の保安制度

通則

危険物施設ごとの基準

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：５日　

　●実　日　数：５日　

2

事例研究 4

危険物規制

　●単位時間数：３５時間

危険物規制 21

危険物行政の

現状と課題
2

危険物化学 5

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 損害の種別と損害調査項目

原因調査の責任と権限 焼損程度とり災程度

放失火捜査と原因調査 火災による死傷者

消防及び警察の協力 現場調査の進め方

製造物責任法 損害額の評価と算出

情報公開 鑑定の概念

訟務対応 鑑定の実施要領

原因調査の項目 調査実習 模擬火災調査 7

原因調査の手段 調査書類 調査書類の作成要領 14

燃焼理論と火災の特性 特異火災事例

現場調査の進め方 調査書類作成事例

焼けの強弱と方向性の観察 訴訟事例

電気火災の原因調査要領 効果測定

燃焼機器の原因調査要領 行事その他

車両火災の原因調査要領

化学火災の原因調査要領

微小火源火災の原因調査要領

放火火災の原因調査要領

延焼拡大要因の調査要領

死傷者発生時の現場調査要領

　●総　日　数：１２日　　※年度によって異なる

標準的な教育訓練日数等

原因調査関係

法規
6

原因調査 25

損害調査 6

　●実　日　数：１０日　

　●単位時間数：７０時間

事例研究

鑑定 2

6

3
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   カ 救急科 

 
 

教科目 分類指標 主眼とすべき教育内容 単位時間

救急業務の総論及び医学概論 救急業務の沿革及び意義、救急隊員の責務等、医学概論

社会保障・社会福祉 社会保障の概念、社会保障及び社会福祉の関係法規、社会福祉体制、医療保険

検査 一般検査、生理学的検査、検査機器の原理と構造、保守管理

応急処置総論 心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理、搬送

心肺停止

ショック・循環不全

意識障害

出血

一般外傷

頭部、頸椎（頸髄）損傷

熱傷、電撃傷

中毒

溺水

異物（気道・消化管）

精神障害 精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価、精神科の治療等

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：５２日　　　※年度によって異なる

　●実　日　数：３７日　

　●単位時間数：２５０時間

病態別

応急処置
原因、病態生理、病態の把握、応急処置、病態の評価 67

35

救急医療、災害医療
救急医療体制、プレホスピタル・ケアを担当する医療関係者、多数傷病者発生事故

の対応、トリアージ

応急処置各論

気道確保、異物除法、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ（人工呼吸との併用を含

む。）、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法

継続中の傷病者、搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送、救出、

車内看護

その他の創傷の処置等
切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日（熱）射病、寒冷損

傷、爆傷、酸欠、潜函病、急性放射線障害、動物による咬傷・刺傷

実習及び行事
救急用資器材の操作法・保管管理・消毒、シュミレーション実習、医療機関及び現

場における地地研修、入校式、修了式その他の行事

応急処置

の総論

観察
総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の把握、傷害の受傷機転、既往症等

の聴取

73

特殊病態別

応急処置

産婦人科、周産期

応急処置

の総論

救急実務及び関係法規
死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急活動の基礎的事

項、救急活動の記録、救急事務の関係機関、救急業務の関係法規

特殊病態別

応急処置

小児、新生児
小児及び新生児の基礎的事項、症状から見た小児救急疾患の重症度判定、小児の事

故、心肺蘇生法

25

高齢者
高齢者の基礎的事項、ショック、体温、意識障害頭痛、胸痛、呼吸困難、その他の

疾病

産婦人科及び周産期の基礎的事項、救急と関連する産婦人疾患、分娩の介助、分娩

直後の新生児の管理

解剖・生理
総論及び身体各部の名称、皮膚系、筋骨格系呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、精

神系、感覚系、内分泌系、生殖系、その他の系
救急業務及び

救急医学の基礎
50
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   キ 救助科 

 

  ③ 幹部教育 

   ア 初級幹部科 

 

 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 はしご利用による救助

安全管理に係る関係法令 地物利用による救助

災害関係機関との連絡・連携方法 立て抗救助

救助活動における安全管理の要点 横抗救助

各種救助訓練における安全管理の要点 衝突・下敷き・横転事故の救助

訓練施設、設備の安全管理 座屈建物・倒壊建物からの救助

火災及び救助活動時の二次災害の予知

救助業務関係法令

救助隊の任務、編成及び装備 救助事故現場における救急隊との連携訓練

国際消防救助隊の任務と編成 航空隊との連携訓練

各種災害種別ごとの救助対策と活動事例 高所救助訓練・低所救助訓練

観察方法、固定要領、搬送方法 火災対応訓練

多数傷病者発生時の対応要領 多数傷者発生事故救助訓練

一般救助用器具 特殊災害対応訓練

重量物排除器具 震災時対応訓練

切断用器具・破壊用器具 トレーニング理論

検知・測定用器具 障害の予防、疲労回復等

呼吸保護用器具 効果測定

除染用器具 行事その他

隊員保護用器具

水難救助用器具・山岳救助用器具

検索用器具

高度救助器具

その他の救助用器具

火災時における救助隊の役割と安全管理の

要点

濃煙検索、注水及び進入要領（建物構造

別）

機械、建物（エレベーター、ゴンドラ等）

からの救助

　●総　日　数：２６日　　　※年度によって異なる

3

6

　●実　日　数：２０日　

標準的な教育訓練日数等

総合訓練 30
救急

30救助訓練

健康管理

21

5

21

23

救助器具

取扱訓練

安全管理

災害救助

対策

　●単位時間数：１４０時間

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

公務員倫理と消防職員の倫理 財政における国と地方の関係

初級幹部としての職責と心構え 地方財政と消防財政の仕組み

通常点検の実施要領 消防財政の現状と課題

物品授受の指導要領 組織の活用と監督すべき事項

予防行政の現状と課題

警防行政の現状と課題

救急行政の現状と課題 議会の権能と運営

消防関係法令の改正内容 同和問題

消防時事

組織と人間関係（上司・同僚・部下との関

係）

8

消防財政 3
講話 1

訓練礼式 2

人事業務

管理
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  ④ 特別教育 

   ア ポンプ操法指導員科 

 

   イ 救急救命士養成補助教育科 

 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

男女共同参画 現場指揮者の心構えと任務

ハラスメント防止 現場指揮本部の重要性と効果

情報公開制度 火災防ぎょ指揮要領と留意点

個人情報保護制度 水災・救助・救急等の指揮要領と留意点

健康管理指導の要点 人事管理事例

体力管理指導の要点 安全管理事例

メンタルへレスと惨事ストレス 特異災害事例

公務災害の発生状況と傾向 苦情事例

組織における安全管理体制 訴訟事例

災害現場における安全管理体制 行事その他 1

事故防止指導及び事故発生時の初動対応

再発防止の取組み

15

現場指揮

　●単位時間数：７０時間

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：１２日　　　※年度によって異なる

災害現場等における事故発生時の措置要領
10安全管理

　●実　日　数：１０日　

18

事例研究

人事業務

管理
12

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 現状と課題 1

訓練礼式 操法に必要な規律節度 2

操法要領の基本的知識

実施方法

審査要領の基本的事項

審査方法

大会運営

指導上の留意事項

行事その他 1

20

4
大会運営

要領

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：9日　

　●実　日　数：7日　

　●単位時間数：４８時間
20実施要領

審査要領

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 現状と課題 2

行事その他 3

BLS・気道管理・静脈路確保・ブドウ糖投

与

解剖生理（概論・基礎・循環・呼吸器・

脳神経）

シミュレー

ション

解剖生理・

学科試験

11

10

8総合シミュレーション
実技試験・

質疑応答

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：5日　

　●実　日　数：5日　

　●単位時間数：３４時間
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   ウ 指揮隊長科 

 
   エ 通信指令科 

 
   オ 消防士長研修 

 

 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 木造建物火災対応現場指揮要領

現場指揮概論 耐火造建物火災対応現場指揮要領

指揮本部運営要領 街区火災対応現場指揮要領

木造建物火災現場指揮要領 BC災害対応現場指揮要領

耐火造建物火災現場指揮要領 多数傷病者発生時の現場指揮要領

基本的無線運用要領 情報集約要領

現着、状況、活動報告要領 多数部隊運用要領

活動下命、活動集約要領 行事その他 1

木造建物火災対応現場指揮要領

耐火造建物火災対応現場指揮要領

街区火災対応現場指揮要領

BC災害対応現場指揮要領

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：5日　

　●実　日　数：5日　

　●単位時間数：35時間

多数傷病者

対応

（ＭＣＬＳ）

7

図上訓練

（現場指揮）

指揮理論

10

現場指揮

訓練
10

4

無線運用

要領
2

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

通信指令の現状と課題 実習 シミュレーション訓練 6

通信指令員の役割 接遇 接遇・クレーム対応・電話対応 1

緊急度・重症度識別 事例研究 グループ討論による課題解決 3

通信コミュニケーション 行事その他 2

１１９受信時の注意事項及び対応要領

口頭指導要領 標準的な教育訓練日数等

解剖・生理 　●総　日　数：３日　

心停止に至る病態 　●実　日　数：３日　

心肺蘇生法 　●単位時間数：２１時間

ＡＥＤ

その他の口頭指導対象病態

3

6
管制実務

教育

医学的

基礎

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

公務員倫理と消防職員の倫理 組織の活用と監督すべき事項

初級幹部としての職責と心構え

通常点検の実施要領

物品授受の指導要領 健康管理指導の要点

予防行政の現状と課題 体力管理指導の要点

警防行政の現状と課題 メンタルへレスと惨事ストレス

救急行政の現状と課題 公務災害の発生状況と傾向

消防関係法令の改正内容 組織における安全管理体制

訓練礼式 2
人事業務

管理
5

1

消防時事 9

講話

組織と人間関係（上司・同僚・部下との関

係）

安全管理



 

~ 23 ~ 

 

 

 

 ⑵ 消防団員 

  ① 基礎教育 

 

 

  ② 専科教育 

   ア 警防科 

 

 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

災害現場における安全管理体制 火災防ぎょ指揮要領と留意点

水災・救助・救急等の指揮要領と留意点

行事その他 1

事故防止指導及び事故発生時の初動対応

再発防止の取組み

現場指揮者の心構えと任務

現場指揮本部の重要性と効果

現場指揮

災害現場等における事故発生時の措置要領
5

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：５日　

　●実　日　数：５日　

　●単位時間数：３５時間

安全管理

12現場指揮

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

消防団の沿革と組織

消防団業務の内容等

火災の意義・燃焼条件と消火理論

火災防ぎょ戦術の原則 標準的な教育訓練日数等

消防団活動における危険要因 　●総　日　数：１日　

事故防止対策・事故発生時の措置 　●実　日　数：１日　

行事その他 1 　●単位時間数：７時間

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

各個訓練（停止間の動作・行進間の動作）

小隊訓練・通常点検

各種機材取扱訓練

放水訓練 標準的な教育訓練日数等

心肺蘇生法・搬送法 　●総　日　数：１日　

ロープ基本結索等 　●実　日　数：１日　

その他 1 　●単位時間数：７時間

救急救助 2

2

2

2ポンプ操法

基礎教育Ⅰ

基礎教育Ⅱ

訓練礼式 2

組織制度

火災防ぎょ

安全管理

2

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 警防戦術事例

火災性状と消火理論 安全管理事例

注水技術 行事その他 1

災害対策基本法と消防団の役割

地域防災計画に占める消防団の役割 標準的な教育訓練日数等

大規模災害の対応 　●総　日　数：２日　

危険予知訓練 　●実　日　数：２日　

事故防止対策 　●単位時間数：１２時間

安全管理

火災防ぎょ 4

防災 2

事例研究

2

2
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   イ 機関科 

 

 

  ③ 幹部教育 

   ア 初級幹部科 

 

   イ 指揮幹部科 現場指揮課程 

 
 

 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 ポンプの点検要領

運転者の義務と安全運転 車両の点検要領

道路交通法・道路運送車両法 行事その他 1

緊急自動車の交通方法 標準的な教育訓練日数等

事故発生時の措置 　●総　日　数：２日　

基本走行訓練 　●実　日　数：２日　

構造と作用 　●単位時間数：１２時間

運用訓練

道路交通

関係法令

緊急走行

要領

ポンプ運用 5

機関整備

1

2

2

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 職責と心構え 1 消火訓練指導要領

小隊編成と整頓 避難訓練指導要領

通常点検 救出・救護訓練指導要領

現場指揮の重要性と効果 危険予知訓練

火災防ぎょ指揮要領と留意点 危険要因・事故防止対策

建物火災現場指揮訓練 行事その他 1

災害対策基本法と消防団の役割 標準的な教育訓練日数等

地域防災計画に占める消防団の役割 　●総　日　数：２日　

　●実　日　数：２日　

　●単位時間数：１２時間

1

3

防災

訓練礼式

現場指揮

2

2

安全管理 2

防災指導

要領

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

現場指揮者としての職責と心構え

現場指揮の重要性と効果

現場指揮要領と留意点

消防団活動に伴う危険要因

事故防止対策

事故発生時の措置

行事その他 1

1
初期消火・応急手当等簡易な救助の指導方

法

地域防災

指導訓練

1
他機関との連携による捜索活動・情報収

集・伝達等情報共有

災害情報

収集・伝達

訓練

2風水害時の救助活動・指揮要領

2

4

大規模地震発生に伴う津波災害発生等の避

難誘導・広報

倒壊家屋からの救助救命と指揮要領
救助・救命

訓練

避難誘導

訓練

講話・

現場指揮・

安全管理

1

標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：２日

　●実　日　数：２日

　●単位時間数：１４時間

水災活動

訓練

2大規模火災発生時における指揮要領
火災防ぎょ

訓練
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   ウ 指揮幹部科 分団指揮課程 

 

 

  ④ 特別教育 

   ア 訓練礼式指導員科 

 

   イ ポンプ操法指導員科 

 

   ウ ラッパ吹奏科 

 
 

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

現場指揮者としての職責と心構え

消防団組織の現況

消防団充実強化・活性化対策 訓練礼式 指揮要領等 2

公務災害補償制度の概要 消防団充実強化・活性化事例

災害対策基本法と消防団の役割 安全管理事例

地域防災計画に占める消防団の役割 行事その他 1

長期化活動対策 標準的な教育訓練日数等

惨事ストレス対策 　●総　日　数：２日　

分団本部活動・管理運営要領 　●実　日　数：２日　

部隊等の安全管理 　●単位時間数：１２時間

災害対策

図上訓練

災害対策

図上訓練

2

防災 3

講話・

組織制度・

安全管理

2

事例研究 2

災害情報収集・伝達等情報共有　他機関

連携

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 指導員の職責と心構え 1 行事その他 2

礼式の基本的事項

指導要領 標準的な教育訓練日数等

号令の掛け方 　●総　日　数：２日　

小隊訓練停止間及び行進間の指揮要領 　●実　日　数：２日　

指導要領（実技） 　●単位時間数：１２時間

訓練礼式 2

部隊訓練 7

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

指導要領 指導上の注意事項 1

操法要領の基本的知識

実施方法 行事その他 2

審査要領の基本的事項 標準的な教育訓練日数等

審査方法 　●総　日　数：２日　

　●実　日　数：２日　

　●単位時間数：１２時間

1大会運営
大会運営

要領

実施要領 3

審査要領 5

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

訓練礼式 ラッパ隊の礼式の基本 1 行事その他 2

音楽理論 ラッパの基礎 2 標準的な教育訓練日数等

基本的吹奏技術 　●総　日　数：２日　

ラッパ吹奏応用 　●実　日　数：２日　

ラッパ吹奏披露 　●単位時間数：１２時間

ラッパ吹奏

実技
7
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   エ 女性消防団員科 

 

 

  ⑤ 校外教育 

 

 

 ⑶ 一般教育 

  ① 自衛消防隊員教育 

 

  ② 少年消防クラブ員教育 

 

 

 

 

 

  

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 現状と課題、充実強化・活性化対策　等 1

訓練礼式 各個訓練　等 1

応急手当 搬送法、CPR、包帯法　等 2 標準的な教育訓練日数等

消防設備 屋内消火栓、消火器　等 1 　●総　日　数：１日　

意見交換 グループ討議・意見発表等 1 　●実　日　数：１日　

行事その他 1 　●単位時間数：７時間　

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

現場指揮 安全管理 1 標準的な教育訓練日数等

各個訓練の指導要領 　●総　日　数：１日　

小隊訓練の指導要領 　●実　日　数：１日　

通常点検の指導要領 　●単位時間数：５時間

訓練礼式 4

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間 教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 現状と課題 1 消防用設備 各種消防用設備概要等 2

救出・救助 指導上の注意事項 2 意見交換 情報共有 3

上級救命講習に準じた講習 行事その他 4

止血法等 標準的な教育訓練日数等

　●総　日　数：２日　

　●実　日　数：２日　

　●単位時間数：１２時間

自衛消防

隊員の

消防活動

2災害発生時の対応要領

応急救護 3

教科目 主眼とすべき教育内容 単位時間

講話 防火・防災の話し 0.5 標準的な教育訓練日数等

応急救護 心肺蘇生法等 0.5 　●総　日　数：１日　

体験学習 煙・地震・通報・放水体験等 2.5 　●実　日　数：１日　

意見交換 少年消防クラブ紹介等 1 　●単位時間数：５時間

行事その他 0.5
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【Ⅸ 教育訓練トレーニングビジョン】 

 ⑴ 消防職員 

   各教育訓練における最終的な目標は、知識・技術の習得のみならず、地域を守る人

材の育成であることから、より効果の得られるトレーニングビジョンを構築すること

で、より良い人材が生まれる。 

   人材育成のための参考としてほしい。 

※消防職員ロールモデル（例） 

 

  ① ステップ１ 

    採用からおおむね３年以内に、基礎である初任教育及び必須となる救急科を受講

し、基本的な消防活動ができる人材を目指す。 

  ② ステップ２ 

    ステップ１からおおむね１０年未満となる時期までに、各種専科教育及び特別教

育において、専門的知識・技術を身に付け、自ら積極的に活動（判断）ができる人

材を目指す。 

  ③ ステップ３ 

    ステップ２からさらに経験を積み、指揮者となる階級（司令・消防司令補等）に

昇任した際、部隊を指揮するための知識・技術の習得、管理能力等を身に付け、組

織の中核を担う人材を目指す。 

    なお、ステップ３以降の教育（キャリアアップ等）については、消防大学校等へ

の入校とする。 

 ⑵ 消防団員 

   各市町村の事情等により、全団員が消防学校への入校が叶わない状況下にあること

から、下記に示したロールモデル表に、校外教育等を併用しながら、人材の育成に努

める。 

指揮隊長科

初級幹部科

消防士長
研修

警防科
特殊災害科

救助科

予防査察科
火災調査科
危険物科

ポンプ操法
救命士養成
通信指令科

救急科

初任教育

ステップ
１

18～24歳

ステップ
３

35～45歳

ステップ
２

25～34歳

○ 基本的知識・技術の習得

○ 対象は、採用から３年未満の者

○ 専門的知識・技術の習得

○ 対象は、各業務に従事して

３年未満の者

○ 幹部（指揮者）としての心得

知識・技術の習得

○ 対象は、指定する階級に昇任

して３年未満の者
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※消防団員ロールモデル（例） 

 

  ① ステップ１ 

    入団からおおむね３年以内に、基礎となる基礎教育（Ⅰ及びⅡ）を受講し、基本

的な消防団活動ができる人材を目指す。 

    また、ラッパ吹奏に関する基本的な知識・技術を習得し、各種行事において基本

的な演奏ができる人材を目指す。 

  ② ステップ２ 

    ステップ１からおおむね１０年未満となる期間中に、各種の専科教育や特別教育

を受講し、専門的知識・技術を身に付けるとともに、積極的な消防団活動（判断）

ができる人材を目指す。 

  ③ ステップ３ 

    ステップ２からさらに経験を積み、分団長・副分団長等に昇任した際、部隊を指

揮するための知識・技術の習得、管理能力等を身に付け、消防団組織の中核を担う

人材を目指す。 

    なお、ステップ３以降の教育（キャリアアップ等）については、消防大学校等へ

の入校とする。 

 

指揮幹部科
分団指揮

指揮幹部科
現場指揮

初級幹部科

ポンプ操法
訓練礼式

警防科
機関科

女性消防
団員科

ラッパ
吹奏科

基礎教育

ステップ
３

分団長
副分団長

部長
班長

ステップ
２

訓練指導員
消防団員

女性団員等

ステップ
１

消防団員

○ 基本的知識・技術の習得

○ 対象は、入団３年未満の者

○ 専門的知識・技術の習得

○ 対象は、消防団員１０年未満の者

○ 幹部としての心得・知識・技

術の習得

○ 対象は、指定する階級の者

○ ラッパ吹奏の基本的知識・技術の習得

○ 対象は、ラッパ隊に従事して３年未満の者

○ 指導に必要な専門的知識・技術の習得

○ 対象は、訓練指導員
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資   料 

 

【新指針策定に係る検討・開催経過等】 

 

令和５年度 

福島県消防学校運営協議会（委員） 

 

〇 会議 

  年月日：令和５年１０月２５日（水） 

  場 所：福島県消防学校会議室 

  内 容：令和６年度教育訓練実施計画（案）について 

      （次期教育指針策定に向けての検証等について委員より質問） 

 

 福島県消防学校教育等関係機関担当課長等会（委員） 

 

 

所　　　　属 職　　名 氏　　　      名

福 島 県 消 防 長 会 会 長 七 島 真 司

い わ き 市 消 防 本 部 消 防 長 谷 野 真

伊 達 地 方 消 防 組 合 消 防 本 部 消 防 長 三 浦 恒 男

相 馬 地 方 広 域 消 防 本 部 消 防 長 五 賀 和 広

喜 多 方 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 消 防 本 部 消 防 長 岩 橋 隆 明

公 益 財 団 法 人 福 島 県 消 防 協 会 会 長 吉 田 秀 一

郡 山 市 消 防 団 団 長 二 瓶 重 信

福 島 市 消 防 団 団 長 西 山 敏 彦

危 機 管 理 部 消 防 保 安 課 課 長 髙 橋 伸 英

福 島 県 消 防 学 校 校 長 須 田 真 一

所　　   属 職　　名 氏　　名

福島県消防保安課 主 任 主 査 橋 本 智

公益財団法人福島県消防協会 事 務 局 長 佐 藤 清 一

福島市消防本部 次 長 兼 消 防 総 務 課 長 佐 久 間 孝 雄

いわき市消防本部 総 務 課 長 冨 谷 聡

伊達地方消防組合消防本部 総 務 課 長 和 光 周 一

安達地方広域行政組合消防本部 総 務 課 長 野 田 健

郡山地方広域消防組合消防本部 参 事 兼 総 務 課 長 鈴 木 哲 則

須賀川地方広域消防本部 総 務 課 長 三 吉 康 之

白河地方広域市町村圏消防本部 参 事 兼 総 務 課 長 廣 澤 貴 夫

喜多方地方広域市町村圏消防組合消防本部 総 務 課 長 小 林 美 和

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 副 参 事 兼 総 務 課 長 松 本 巧 美

南会津地方広域市町村圏組合消防本部 総 務 課 長 星 光 喜

相馬地方広域消防本部 次 長兼 総務 課長 事務 取扱 太 田 修 司

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 次 長 兼 総 務 課 長 金 澤 文 男

福島県消防学校 総 務 課 長 星 安 子
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 〇 第１回会議 

   年月日：令和５年８月２日（水） 

   場 所：福島県消防学校会議室 

   内 容：令和６年度実施教育希望教科目調査等について 

       （中期的ローテーション表の策定要望あり） 

 

〇 第２回会議 

   年月日：令和５年９月７日（木） 

   場 所：福島県消防学校会議室 

   内 容：その他 

       （中期的な教育ローテーション策定の是非、最終確認） 

 

〇 第３回会議 

   年月日：令和６年２月２６日（月） 

   場 所：福島県消防学校会議室 

   内 容：次期「福島県消防学校教育訓練指針」策定スケジュールについて 

       次期「福島県消防学校教育訓練指針」策定内容（概要）について 

 

 

令和６年度 

福島県消防学校運営協議会（委員） 

 

〇 会議 

  年月日：令和６年１０月３０日（水） 

  場 所：福島県消防学校会議室 

  内 容：その他 

      次期教育訓練指針策定進捗状況について 

 

 

所　　　属　　 職　　名 氏　　　      名

公 益 財 団 法 人 福 島 県 消 防 協 会 会 長 西 山 敏 彦

い わ き 市 消 防 団 団 長 加 藤 義 勝

郡 山 市 消 防 団 団 長 七 海 和 浩

福 島 県 消 防 長 会 会 長 七 島 真 司

い わ き 市 消 防 本 部 消 防 長 谷 野 真

須 賀 川 地 方 広 域 消 防 本 部 消 防 長 小 針 則 雄

相 馬 地 方 広 域 消 防 本 部 消 防 長 五 賀 和 広

南 会 津 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 消 防 本 部 消 防 長 高 橋 稔 雄

危 機 管 理 部 消 防 保 安 課 課 長 椎 名 勉

福 島 県 消 防 学 校 校 長 宍 戸 哲 也
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 福島県消防学校教育等関係機関担当課長等会（委員） 

 

 〇 第１回会議 

   年月日：令和６年７月１７日（水） 

   場 所：福島県消防学校会議室 

   内 容：次期教育指針策定に向けた照会結果等について 

       ① 教育訓練実施に関する意向調査結果 

       ② 次期教育訓練指針策定に係る教官派遣ローテーション（学校素案） 

 

〇 第２回会議 

   年月日：令和６年９月５日（木） 

   場 所：福島県消防学校会議室 

   内 容：中期教育訓練基本ローテーション（素案）について 

 

〇 第３回会議（兼 新指針策定検討会） 

   年月日：令和７年２月２５日（火） 

   場 所：福島県消防学校会議室 

   内 容：新指針策定状況について 

       各項目の変更等について 

 

 

 

 

 

 

 

所 　　属 職　　名 氏　　名

福島県消防保安課 主 任 主 査 佐 藤 繁

公益財団法人福島県消防協会 事 務 局 長 佐 藤 清 一

福島市消防本部 次 長 兼 消 防 総 務 課 長 大 岡 哲

いわき市消防本部 総 務 課 長 冨 谷 聡

伊達地方消防組合消防本部 総 務 課 長 和 光 周 一

安達地方広域行政組合消防本部 総 務 課 長 野 田 健

郡山地方広域消防組合消防本部 総 務 課 長 立 花 清

須賀川地方広域消防本部 総 務 課 長 三 吉 康 之

白河地方広域市町村圏消防本部 総 務 課 長 遠 藤 栄

喜多方地方広域市町村圏消防組合消防本部 総 務 課 長 菊 地 文 夫

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 総 務 課 長 大 堀 潤 一

南会津地方広域市町村圏組合消防本部 総 務 課 長 星 光 喜

相馬地方広域消防本部 次 長 兼 総務 課長 事務 取扱 太 田 修 司

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 総 務 課 長 林 浩

福島県消防学校 総 務 課 長 星 安 子
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令和７年度 

福島県消防学校運営協議会（委員） 

 

〇 会議 

  年月日：令和７年１０月２９日（水） 

  場 所：福島県消防学校会議室 

  内 容：その他 

      次期教育訓練指針策定最終確認及び承認について 

 

 福島県消防学校教育等関係機関担当課長等会（委員） 

 

 〇 第１回会議 

   年月日：令和７年７月２４日（木） 

   場 所：Wab 会議 

   内 容：新指針策定検討会（R7.2.25 開催）以降の内容変更等について 

       ① 女性消防団員科のカリキュラムについて 

       ② 教育訓練基本ローテーション（案）の一部修正について 

所　　　属　　 職　　名 氏　　　      名

公 益 財 団 法 人 福 島 県 消 防 協 会 会 長 西 山 敏 彦

い わ き 市 消 防 団 団 長 加 藤 義 勝

郡 山 市 消 防 団 団 長 七 海 和 浩

福 島 県 消 防 長 会 会 長 橋 本 則 昭

郡 山 地 方 広 域 消 防 組 合 消 防 本 部 消 防 長 渡 辺 雅 彦

須 賀 川 地 方 広 域 消 防 本 部 消 防 長 小 針 則 雄

双 葉 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 消 防 本 部 消 防 長 金 澤 文 男

南 会 津 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合 消 防 本 部 消 防 長 高 橋 稔 雄

危 機 管 理 部 消 防 保 安 課 課 長 椎 名 勉

福 島 県 消 防 学 校 校 長 境 野 浩 義

所 　　属 職　　名 氏　　名

福島県消防保安課 主 任 主 査 佐 藤 繁

公益財団法人福島県消防協会 事 務 局 長 佐 藤 清 一

福島市消防本部 次 長 兼 消 防 総 務 課 長 大 岡 哲

いわき市消防本部 総 務 課 長 二 瓶 耕 一

伊達地方消防組合消防本部 総 務 課 長 佐 藤 弘 二

安達地方広域行政組合消防本部 総 務 課 長 野 田 健

郡山地方広域消防組合消防本部 参 事 兼 総 務 課 長 立 花 清

須賀川地方広域消防本部 総 務 課 長 三 吉 康 之

白河地方広域市町村圏消防本部 参 事 兼 総 務 課 長 遠 藤 栄

喜多方地方広域市町村圏消防組合消防本部 総 務 課 長 菊 地 文 夫

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 副 参 事 兼 総 務 課 長 大 堀 潤 一

南会津地方広域市町村圏組合消防本部 総 務 課 長 星 光 喜

相馬地方広域消防本部 次 長 兼 総務 課長 事務 取扱 高 原 和 博

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 次 長 兼 総 務 課 長 林 浩

福島県消防学校 総 務 課 長 星 安 子
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〇 第２回会議 

   年月日：令和７年９月９日（火） 

   場 所：Web 会議 

   内 容：第１回会議時の修正点等の確認及び承認 

 

〇 書面会議 

   年月日：令和７年１０月１４日（火） 

   内 容：教育訓練指針（第２期）の一部（女性消防職員活躍推進）追記事項承認 

 

 

 

 


